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株 主 各 位
大 阪 市 北 区 大 深 町 ３ 番 １ 号

株 式 会 社 ア イ ル
代表取締役社長 岩 本 哲 夫

１. 日 時 2021年10月28日（木曜日）午前10時

２. 場 所 大阪市北区大深町３番１号　グランフロント大阪タワーB 34階
本社　大会議室

第31回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第31回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご通知申しあげます。

　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府や都道府県知

事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を

受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適

切な感染防止策を実施したうえで、開催させていただくことといたし

ました。

　株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況

に鑑み、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会に

つきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主

様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただく

よう強くお願い申しあげます。

　なお、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまし

て、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、

2021年10月27日（水曜日）午後５時30分までに到着するようお送りく

ださいますようお願い申しあげます。

　【株主総会のお土産について】

　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解

賜りますようお願い申しあげます。

敬　具

記
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３. 目的事項
報 告 事 項 １. 第31期（2020年８月１日から2021年７月31日まで）事業報

告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第31期（2020年８月１日から2021年７月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定
の件

新型コロナウイルスの感染予防に関する対応について

・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申しあげます。

・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる株主様、体調
不良と見受けられる株主様は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございま
す。

・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対
をさせていただきます。

・本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短
縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）および議案の
詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招
集ご通知をお目通しいただきますようお願い申しあげます。

・本年は、感染拡大防止のため、株主総会会場の座席の間隔を拡げることから、
ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場い
ただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしく
お願い申しあげます。

・株主総会当日までの流行の状況や政府等の発表内容等により、開催日時や開催
場所の変更等を決定した場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（URL　
https://www.ill.co.jp/）にてお知らせいたしますので、事前に必ず発信情報
をご確認くださいますよう、あわせてお願い申しあげます。

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場
合は修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（URL　https://www.ill.co.jp/）
に掲載させていただきます。
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( 2020年８月１日から
2021年７月31日まで)

（添付書類）

事　 業　 報　 告

Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項

１. 事業の経過およびその成果

当連結会計年度（2020年８月１日～2021年７月31日）におけるわが国経済

は、新型コロナウイルス感染症の影響により、個人の消費は持ち直しの動きも

みられますが、依然として厳しい状況にあります。新型コロナウイルスの感染

拡大の防止策を講じ、ワクチン接種等を促進する中で、各種の政策の効果や海

外経済の改善もあって、景気の持ち直しの動きが続くことが期待されていま

す。国内においては、2021年に入り、緊急事態宣言の再発令が続き、７月には

４回目となる緊急事態宣言が発令されたこともあり、雇用、所得環境等におい

て影響が出ております。当社グループが属する情報サービス業界においても、

新型コロナウイルス感染症の影響により、ソフトウェアに対する投資におい

て、影響が出る可能性はあります。

このような状況のもと、当社グループは、ITの有効活用が必要な中堅・中小

企業顧客の経営課題を解決するための商材を「リアル」と「Web」の両面から

開発・提案し、顧客の企業力強化を図ることを「CROSS-OVER シナジー」戦略

とし取り組んでまいりました。

「CROSS-OVER シナジー」戦略は、当社グループが提唱してきた独自の提案

スタイルで、「リアル」と「Web」それぞれの商材を複合的に提案すること

で、顧客の業務効率と販売力強化を実現するものであり、当社グループにとっ

て商談時の競合力を強化するだけでなく、顧客満足度も向上させるものであり

ます。この戦略効果により、当社グループが重視するストック型ビジネス商材

の販売実績が大きく伸長し、利益体質の強化が図られております。

販売実績につきましては、「リアル」面では、主力のパッケージソフトウェ

ア「アラジンオフィス」の商品力の強化を、業種別に継続して進め、販売面で

もパートナー企業との連携に加え、コロナ禍においては、Web会議を利用した

打合せ等を積極的に行うことによって、豊富な業種別の導入事例をもとに顧客

毎に最適なシステム活用方法をご提案させていただくことで、受注実績も堅調

に推移いたしました。収益面につきましても、売上高、各段階利益において、

2020年７月期の業績を上回る結果となりました。

「Web」面では、複数ネットショップ一元管理ソフトである「CROSS MALL」

について、新たなショッピングモールとの連携開発を当期も継続して取り組ん

でまいりました。今後も引き続き、複数モールとの連携機能強化を行うととも

に、既存の顧客から機能面における要望を収集し、迅速に新機能として反映さ
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せることで、商品力を向上させ販売実績を伸ばしてまいります。また、ネット

ショップと実店舗のポイント・顧客一元管理ソフトである「CROSS POINT」に

つきましても、販売実績を伸ばしております。

当連結会計年度においても、継続して製品の開発に注力しており、将来にお

ける新たな技術開発による市場競争力向上に向け、研究開発費37,048千円を計

上しております。島根県松江市の研究開発拠点である「アイル松江ラボ」にお

いては、プログラミング言語「Ruby」によるシステム強化の活動を本格的に始

動しており、今後も研究開発人員を増加し、研究開発活動の強化を図ってまい

ります。また、2021年６月には、ブロックチェーン技術の開発を行っているシ

ビラ株式会社への追加の出資を行いました。より一層の連携の強化を図ってま

いります。

　この結果、当連結会計年度の業績は売上高13,203,819千円（前年同期比

4.1％増）、営業利益1,829,770千円（前年同期比7.6％増）、経常利益

1,856,872千円（前年同期比8.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

1,224,072千円（前年同期比2.9％増）となりました。

２. 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、370,680千円でありま

す。その主なものは、自社製品開発306,076千円であります。

３. 資金調達の状況

　当連結会計年度末における借入金残高は15,000千円であり、前連結会計年度

末に比べて176,632千円の減少となりました。

４. 対処すべき課題

　当社グループは常に顧客視点の立場から「中堅・中小企業の企業価値向上」

を目指し、基幹システムの構築、サポート保守、ネットワーク構築、セキュリ

ティ、コンテンツプロバイダー、人材教育、ECサイト構築、複数ネットショッ

プ一元管理ソフト、ポイント・顧客一元管理ソフトの提供、Webコンサルティ

ング業務等、顧客への企業力強化のためソリューション・製品を拡充してまい

りました。

　今後も、更なる企業価値創造を進め収益性の高いビジネスを展開していくた

め、以下の項目を最重要課題といたします。

① 営業戦略の強化

　当社グループでは、今後一層の事業展開を図るにあたり、全社的な拡販体制

の強化と各営業担当者の商談効率および提案内容の向上を図っていくことが重

要な課題と考えております。拡販体制においては、各ビジネスパートナーとの

連携を強化し、基幹システムについては「アラジンオフィス・シリーズ」を主

力商品とし各業種別バリエーションの充実と、業種別ノウハウを蓄積すること

で商品力の強化に努めます。また、当事業では、上記の基幹システムとWeb連

携の提案をより効果的に進めるため、クラウドサービスとなる複数ネットショ
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ップ一元管理ソフト「CROSS MALL」やポイント・顧客一元管理ソフト「CROSS 

POINT」等のWeb商材を開発し、これらの商材を起点とし「アラジンオフィ

ス」、「ECサイト」、「Webドクターサービス」等を連携させた複合提案を行

うことで、「リアル」と「Web」をつなぐ「オール・ワンストップ」サービス

を実現してまいります。更に顧客企業の経営効率の追求だけでなく企業競争力

の向上に努め、他社との差別化を明確にするとともに、新たな拠点展開も視野

に入れた地域密着による営業展開を行ってまいります。

② 開発工程における生産性の向上、システム品質の向上への取り組み

　近年のシステム開発におきましては、顧客からのシステムに対する要望の高

度化、システム仕様の複雑化、納期の短期化等により、品質確保が困難となる

とともに開発コストの増加傾向が見られるため、今後一層の開発工程における

生産性の向上とシステム品質の向上が重要な課題であると考えております。現

状のプログラムのモジュール化、カスタマイズのテンプレート化、納品前のプ

ログラムテストの強化、外注の指導向上を継続し開発工程におけるノウハウが

蓄積されることで、更に生産性の向上とシステム品質の向上を図れるよう取り

組んでまいります。

③ 「リアル」と「Web」の融合による付加価値の更なる向上

　当社グループでは、今後も独自のスタイルである「CROSS-OVER シナジー」

戦略を市場で推進していくため、「リアル」と「Web」の両面から、当社グル

ープのソリューション、製品を有機的に結合させ、新たに付加価値の高いトー

タルソリューションパッケージとして市場に提供することで、「中堅・中小企

業の企業価値向上」を目指すとともに、当社グループも高収益体質の確立に取

り組んでまいります。

④ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響

　当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や顧客、従業

員の安全確保を目的に、従業員の在宅勤務(リモートワーク)および時差出勤、

オンラインでの社内外会議の実施を推奨し、拠点間の出張を原則禁止しており

ます。しかしながら、今後顧客における経営状況の変化や情報システムの投資

計画の抜本的見直しが行われた場合、当社グループとの契約が更新されない可

能性や顧客の投資意欲が後退し、新たな顧客の獲得が想定どおりに進まない可

能性があります。また、在宅勤務を推奨とする勤務形態のため、顧客が期待す

る高い品質のサービスを提供できない可能性やコンサルティング、システム開

発業務の遅延等が発生する可能性があります。これらにより、当社グループの

業績および財政状態が影響を受けることも考えられますが、完全には予測でき

ない状況です。そのような中、より一層の「CROSS-OVER シナジー」戦略の深

耕を図り、競合他社との「差別化」を強化することで当社グループの事業継続

に努めてまいります。
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（単位：千円）

区 分
第28期

(2018年７月期)
第29期

(2019年７月期)
第30期

(2020年７月期)

第31期
（当連結会計年度）
(2021年７月期)

売 上 高 9,412,201 10,522,550 12,679,627 13,203,819

経 常 利 益 546,029 972,840 1,715,496 1,856,872

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

336,808 621,208 1,189,639 1,224,072

１株当たり当期純利益(円) 26.90 49.61 47.55 48.89

総 資 産 5,719,473 6,646,381 7,585,364 8,449,951

純 資 産 2,397,522 2,851,596 3,713,732 4,589,737

１株当たり純資産額(円) 191.48 227.74 148.33 183.33

（単位：千円）

区 分
第28期

(2018年７月期)

第29期

(2019年７月期)

第30期

(2020年７月期)

第31期（当期）

(2021年７月期)

売 上 高 9,014,454 10,132,894 12,278,900 12,817,882

経 常 利 益 489,687 926,880 1,670,625 1,803,003

当 期 純 利 益 318,086 604,691 1,155,812 1,202,441

１株当たり当期純利益(円) 25.40 48.29 46.19 48.03

総 資 産 5,432,677 6,352,667 7,293,139 8,160,461

純 資 産 2,337,417 2,744,750 3,584,223 4,415,819

１株当たり純資産額(円) 186.68 219.21 143.15 176.38

５. 財産および損益の状況の推移

① 企業集団の財産および損益の状況

（注）１. 当社は2018年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。第28期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当

期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。

２. 当社は2019年11月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。第30期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当

期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。

② 当社の財産および損益の状況

（注）１. 当社は2018年８月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。第28期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当

期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。

２. 当社は2019年11月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を行っております。第30期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当

期純利益および１株当たり純資産額を算定しております。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社ウェブベース 50,000千円 100％
ファッション業向けシステム開
発販売

６. 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はございません。

② 重要な子会社の状況

７. 主要な事業内容（2021年７月31日現在）

① システムソリューション事業

・コンピュータ、ネットワークシステム等の販売事業

・システムのコンサルティング・設計・開発・サポート保守事業

・人材教育サービス事業

② Webソリューション事業

・ECサイト構築事業

・複数ネットショップ一元管理、ポイント・顧客一元管理サービス事業

・ホームページ活用支援サービス事業

名 称 所 在 地

本 社 大阪市北区大深町３番１号グランフロント大阪タワーB

東 京 本 社 東京都港区芝公園二丁目６番３号芝公園フロントタワー

名古屋支店 名古屋市中区錦一丁目10番20号アーバンネット伏見ビル

アイル松江ラボ 島根県松江市殿町201

名 称 所 在 地

株式会社ウェブベース 大阪府豊中市蛍池東町二丁目２番18号

８. 主要な事業所（2021年７月31日現在）

① 当社の主要な事業所

② 子会社の主要な事業所
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使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

766名 43名増

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数

752名 43名増 33.7歳 7.8年

９. 使用人の状況（2021年７月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

（注）使用人数には、使用人兼務取締役、パート社員は含まれておりません。

② 当社の使用人の状況

（注）使用人数には、使用人兼務取締役、パート社員は含まれておりません。

借入先 借入残高

株式会社京都銀行 15,000千円

10. 主要な借入先 (2021年７月31日現在）

11. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はございません。
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１. 発行可能株式総数 60,000,000株

２. 発行済株式の総数 25,042,528株

３. 株主数 4,632名

株 主 名 持 株 数 持株比率

有 限 会 社 Ｇ Ｔ ホ ー ル デ ィ ン グ 8,380,000株 33.47％

岩 本 哲 夫 3,282,000株 13.11％

Ｏ Ｌ Ｉ Ｖ Ｅ 株 式 会 社 1,280,000株 5.11％

鈴 木 太 一 1,200,000株 4.79％

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社 （ 信 託 口 ）

912,100株 3.64％

ア イ ル 社 員 持 株 会 885,900株 3.54％

ア イ ル 役 員 持 株 会 493,400株 1.97％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行
（ 信 託 口 ）

390,900株 1.56％

小 西 好 人 340,000株 1.36％

玉 井 正 彦 236,000株 0.94％

５. その他株式に関する重要な事項

Ⅱ. 会社の株式に関する事項（2021年７月31日現在）

４. 大株主（上位10名）

（注）持株比率は、自己株式（6,994株）を控除して計算しております。

該当事項はございません。

Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

１. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等

の状況（2021年７月31日現在）

該当事項はございません。

２. 当事業年度中において当社使用人等に交付された新株予約権等の状況

該当事項はございません。
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 岩　　本　 哲　　夫

専 務 取 締 役 尾　　崎　 幸　　司
システムソリューション事業部管掌
株式会社ウェブベース取締役

常 務 取 締 役 土　　井　 正　　志 システムソリューション事業部管掌

常 務 取 締 役 山　　本　 浩　　孝 CROSS事業部長

取 締 役 岩　　本　 亮　　磨
ビジネスパートナー推進統括本部長
経営企画本部長
株式会社ウェブベース取締役

取 締 役 戸　　田　 泰　　裕
経営管理本部長
株式会社ウェブベース監査役

取 締 役 宮 久 保　 貴　　義 経営管理本部　人事総務部長

取 締 役 池　　本　 任　　男 CROSS事業部　CROSS開発部長

取 締 役
（監査等委員・常勤）

大　　黒　 仁　　士

取 締 役
（監査等委員）

三　　田　 与 志 雄
三田公認会計士事務所所長
あすなろ監査法人代表社員

取 締 役
（監査等委員）

岩　　谷　 博　　紀
岩谷・村本・山口法律事務所
パートナー弁護士

地 位 氏 名 担 当

執 行 役 員 小 西 好 人 パートナー推進本部長

執 行 役 員 川 村 慎 司 中部地区担当

執 行 役 員 溝 口 孝 史 首都圏システム事業部長

執 行 役 員 垣 谷 次 郎 関西システム事業部長

執 行 役 員 小 倉 直 子 経理部長

執 行 役 員 中 村 光 徳 システム管理本部長

Ⅳ. 会社役員に関する事項

１. 取締役に関する事項（2021年７月31日現在）

(注)１. 専務取締役尾崎幸司氏の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
２. 取締役（監査等委員）三田与志雄氏および岩谷博紀氏は、会社法第２条第15号に規定す

る社外取締役であります。なお、当社は取締役（監査等委員）三田与志雄氏および岩谷
博紀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

３. 取締役（監査等委員）大黒仁士氏は、当社創業時より管理部門のみならず複数部門にお
ける長年の経験を有し、経営全般に関する有効な助言を行っております。

４. 常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動を可能とする
ため、常勤の監査等委員として大黒仁士氏を選定しております。

５. 取締役（監査等委員）三田与志雄氏は、公認会計士および税理士として財務および会計
に関して相当程度の知見を有するものであります。

６. 取締役（監査等委員）岩谷博紀氏は、弁護士として企業法務に関して相当程度の知見を
有するものであります。

７. 取締役（監査等委員）三田与志雄氏の重要な兼職先である三田公認会計士事務所および
あすなろ監査法人と当社の間には、特別の関係はありません。

８. 取締役（監査等委員）岩谷博紀氏の重要な兼職先である岩谷・村本・山口法律事務所と
当社の間には、特別の関係はありません。

９. 当社は執行役員制度を導入しております。2021年７月31日現在の執行役員は、以下のと
おりであります。
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２. 責任限定契約の内容の概要
　当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）は、会社法第427条
第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第
425条第１項に定める最低責任限度額を限度としております。

３. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、当社および子会社の取締役、監査役を被保険者として、会社法
第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結しており、その保険料を全額当社が負担しております。本契約におい
ては、被保険者が当社および子会社の取締役、監査役としての業務につき
行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことに
より、被保険者が損害賠償金および争訟費用を負担することで被る損害が
填補されます。
　なお、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことや被保
険者の犯罪行為に起因する損害等は補償対象外とすることにより、当社お
よび子会社の取締役、監査役の職務の執行の適正性が損なわれないように
するための措置を講じております。

４. 取締役の報酬等に関する事項

①　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針
　当社は、2021年２月５日開催の取締役会において、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決
議しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針の内容は次のとおりです。

イ．基本方針
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は月
額定額報酬を基本とする年俸制とし、報酬の設定に関しては、各期
の業績、配当、従業員の賞与水準、取締役（監査等委員である取締
役を除く。）の貢献度および過去の支給実績などを総合的に勘案し
て決定するものとする。

ロ．個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または
条件の決定に関する方針を含む。)
　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の決
定方法は、株主総会において取締役会へ報酬決定権限が委任されて
いる。ただし、公平性・中立性の観点より、取締役会決議に基づ
き、個人別の具体的な報酬を決定するために専務取締役、人事担当
取締役を報酬決定の責任者として委任する。専務取締役と人事担当
取締役は各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役職、職
責、職務執行の内容および各期の業績、配当、従業員の賞与水準等
を勘案し、役員規程に基づき、各取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の報酬の原案を作成するものとする。なお、報酬は役員
規程の規定に従い月額定額報酬として支給するものとする。

ハ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内
容についての決定に関する事項（その他個人別の報酬等についての
決定に関する重要な事項を含む。）
　作成された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の
原案は客観性を担保するため、監査等委員である社外取締役によ
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区　　分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額

対象となる
役員の員数基本報酬

業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）

（うち社外取締役）

219,654千円

（－）

219,654千円

（－）
－ －

８名

（－名）

取締役（監査等委員）

（うち社外取締役）

19,985千円

（4,800千円）

19,985千円

（4,800千円）
－ －

３名

（２名）

合　　　計

（うち社外取締役）

239,640千円

（4,800千円）

239,640千円

（4,800千円）
－ －

11名

（２名）

り、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の作成過程
に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い
決定するものとする。
　なお、退職時に支給される退職慰労金については、株主総会の決
議に基づき支給を行う。個人別の具体的な金額については、算出基
準および功労金の加算等を定めた役員退職金規程に基づき、取締役
会の決議により、支給金額を決定するものとする。

ニ．当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判
断した理由
　当社においては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
報酬等の決定に関する方針に記載のとおり、取締役会の委任決議に
基づき、専務取締役と人事担当取締役が各取締役（監査等委員であ
る取締役を除く。）の報酬の原案を作成しており、作成された取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の原案は客観性を担
保する為、監査等委員である社外取締役により、取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の報酬の作成過程に関する妥当性につい
ての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定する当該プロセス
を経たその内容は決定方針に沿うものと判断しております。

②　当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役
の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額は、2015年10月29日開催
の第25回定時株主総会において、年額250,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人
分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役
（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名です。

３．監査等委員である取締役の報酬等の総額は、2015年10月29日開催の第25回定時株主総
会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点
の監査等委員である取締役の員数は３名です。

４．上記の報酬等の総額は、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額として、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）８名分41,367千円、監査等委員である取締
役３名分1,168千円（うち社外取締役２名分０千円）を含めております。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役

（監査等委員）
三　　田　 与 志 雄

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回
に出席、また、監査等委員会13回のうち13回に出
席し、主に公認会計士および税理士としての専門
的見地から、取締役会の意思決定および議案審議
の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行
っております。
また、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬の作成過程に関する妥当性について
監査し、客観的・中立的立場で取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の報酬の決定過程にお
ける監督機能を担っております。

取 締 役

（監査等委員）
岩　　谷　 博　　紀

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回
に出席、また、監査等委員会13回のうち13回に出
席し、主に弁護士としての専門的見地から、取締
役会の意思決定および議案審議の妥当性・適正性
を確保するための発言を適宜行っております。
また、取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の報酬の作成過程に関する妥当性について
監査し、客観的・中立的立場で取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の報酬の決定過程にお
ける監督機能を担っております。

５. 社外役員に関する事項

　当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条の規定に基づ
き、取締役会の決議があったものとみなす書面決議が２回ありました。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,800千円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 29,800千円

Ⅴ. 会計監査人に関する事項

１. 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

２. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬
見積もりの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、
会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３. 非監査業務の内容

　当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、企業会計基準第29号「収益

認識に関する会計基準」等の適用に係る支援業務についての対価を支払っ

ております。

４. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必

要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または

不再任に関する議案の内容を決定いたします。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初

に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由

を報告いたします。

５. 責任限定契約の内容の概要

　当社は、定款において、会計監査人との間に責任限定契約に関する規定

を設けております。当該規定に基づき、当社が、会計監査人と締結した責

任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

　会計監査人は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任について、そ

の責務を行うにあたり善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第425条

第１項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとす

る。
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Ⅵ. 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の

とおりであります。

１.　当社および当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合

することを確保するための体制

　職務の執行が、法令、定款ならびに社会規範・倫理、社内規程・行動規

範・行動指針等に適合することを確保し、適正かつ健全に行われるためのコ

ンプライアンス体制を構築する。コンプライアンス体制の徹底を図るため、

当社経営管理本部が子会社を含めたグループ全体のコンプライアンス体制の

整備と問題点の把握に努める。

　また、内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、監査等委員等と連携を

図り、子会社を含めたグループ全体の職務執行に関するコンプライアンス遵

守状況等について監査し、その内容について当社代表取締役および当社監査

等委員に報告する。

２.　取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

①　当社グループは、取締役の職務の執行に係る情報については「文書管理規

程」、その他の社内規程に基づき、適切・確実に、定められた期間、保存・

管理する。

②　取締役は職務の執行状況を確認するため、①に定める文書を随時閲覧する

ことができるものとする。

３.　当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループは、経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスク（コンプ

ライアンス、財務、法務、環境、品質、災害、情報セキュリティ等）につい

て、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアル作成・配布等を行

うものとする。

　また、当社グループ全体のリスク状況に関しては当社リスク管理委員会が

把握し、その実効性を確保する。

　なお、新たに生じた重要なリスクについては当社取締役会においてすみや

かに対応責任者となる取締役を定めるものとする。
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４.　当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制

①　取締役の役割分担、各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限ならびに意思

決定のルールを職務分掌規程、職務権限規程等に明確に定め、適切に権限を

委譲し効率的に職務を遂行する。取締役会で決議すべき事項および承認すべ

き事項は取締役会規程に定め、その他の重要事項の審議もしくは決定を行う

機関として、経営会議や全社会議等を設置し効率的な運営を図る。

　また、子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。

②　当社グループは、中期経営計画および単年度の経営計画に基づき、各部署

および子会社において目標達成に向けて職務を遂行することとし、毎月開催

される当社取締役会において月次業績のレビューを行い、必要に応じて改善

策、目標修正を講ずる。

５.　その他の当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

　当社グループにおける業務の適正と効率化の確保を図るため、「関係会社

管理規程」を整備しており、業務執行を担当する取締役は子会社から定期的

に報告を受け、代表取締役または取締役会に報告し、必要に応じて子会社に

対し指示・要請を行う体制をとる。

　また、子会社への監査等委員の派遣および内部監査室による内部監査の実

施等により、当社グループの企業集団としてのリスク管理体制および法令遵

守体制の強化を図る。

６.　監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならび

に当該取締役および使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、監査等

委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査等委員会が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、適宜、専

任または兼任による使用人を置くこととする。

　また、監査等委員会の職務を補助する使用人の職務については、取締役か

らの独立性を確保するものとし、任命、異動、人事考課などについては、監

査等委員会の承認を得た上で決定するものとする。

　なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないものとする。
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７.　当社および当社子会社の取締役および使用人等が当社監査等委員に報告す

るための体制その他監査等委員への報告に関する体制

　当社グループの取締役および使用人等は、著しい損害を及ぼす事実が発生

し、または発生するおそれがあるとき、信用を著しく失墜させる事態、内部

管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や

重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて当社監査等

委員に報告することとする。

　当社監査等委員は取締役会の他、重要な会議に出席し必要に応じて取締役

および使用人等に対して報告を求めることができるものとし、当社監査等委

員はいつでも、経営会議等各種会議の議事録および議事資料を自由に閲覧す

ることができるものとする。

　また、当社グループは、当該報告を行った取締役および使用人等に対し、

当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止する

ものとする。

８.　監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続き

その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に

関する事項

　監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、

その費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明

した場合を除き、これを拒むことはできない。

９.　その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査等委員は、会計監査人、内部監査担当者とそれぞれ定期的に意見・情

報交換を行い、連携して監査の実効性を確保するものとする。また、監査等

委員は職務の遂行に必要と判断したときは、前項に定めのない事項に関して

も、取締役および使用人ならびに会計監査人に対して報告を求めることがで

きることとする。

10.　財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムを構築し、その仕組

みの適正性を継続的に評価することで、金融商品取引法に基づく内部統制報

告書の信頼性を確保することとする。
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11.　反社会的勢力排除に向けた体制

　経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置づけ、公益財団法人大阪府暴

力追放推進センターへ加盟し、反社会的勢力の動向に関する情報収集に努め

るとともに、所轄警察署、顧問弁護士との連携体制の構築を行うものとす

る。また、「反社会的勢力対応基準」により、取引先の信用調査の実施、反

社会的勢力への対応要領等を定めるものとする。

Ⅶ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当事業年度における主な取組みは、以下のとおりであります。

１.　コンプライアンス

　インサイダー取引防止、反社会的勢力排除を図るため社内規程や内部通報

制度の周知を継続的に行っております。また、反社会的勢力排除に向けた対

応については、「コンプライアンスおよび反社会的勢力ではないことの誓約

書」の提出を受けております。

２.　当企業集団のリスクマネジメント

　自然災害対策として、主要サーバに関してはバックアップを拠点間で同期

しており、大規模災害時の業務継続性を担保できるようにしております。

　また、社内リスク管理委員会を各月１回で開催しております。

３.　財務報告に係る内部統制

　財務報告の適正性と信頼性を確保するため、内部監査室が当社グループ全

体の内部統制の有効性に係る評価を実施し、取締役会に報告しております。

４.　内部監査体制

　内部監査室が内部監査計画に基づき当社グループの内部監査を実施してお

ります。

（本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満を切り捨て、比率その

他については、四捨五入しております。）
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（2021年７月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品

仕 掛 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

6,087,790

3,453,946

1,828,197

102,421

545,725

159,954

△2,454

2,362,160

439,428

382,736

428,776

△372,083

935,691

818,376

115,575

1,739

987,040

46,716

464,243

397,821

79,279

△1,020
　

流 動 負 債 2,246,795

買 掛 金 381,655

1 年 内 返 済 予 定 の
長 期 借 入 金

15,000

未 払 金 259,662

預 り 金 272,125

未 払 法 人 税 等 460,488

賞 与 引 当 金 81,200

製 品 保 証 引 当 金 24,914

そ の 他 751,749

固 定 負 債 1,613,417

退職給付に係る負債 1,066,892

役員退職慰労引当金 373,550

資 産 除 去 債 務 172,974

負 債 合 計 3,860,213

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,575,537

資 本 金 354,673

資 本 剰 余 金 319,673

利 益 剰 余 金 3,911,062

自 己 株 式 △9,872

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額

14,200

退職給付に係る調整累計額 14,200

純 資 産 合 計 4,589,737

資 産 合 計 8,449,951 負 債 及 び 純 資 産 合 計 8,449,951

連 結 貸 借 対 照 表

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2020年８月１日から
2021年７月31日まで )

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 13,203,819

売 上 原 価 7,066,505

売 上 総 利 益 6,137,314

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,307,543

営 業 利 益 1,829,770

営 業 外 収 益

受 取 手 数 料 10,966

補 助 金 収 入 14,830

違 約 金 収 入 2,189

そ の 他 1,464 29,449

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,448

支 払 手 数 料 718

そ の 他 179 2,347

経 常 利 益 1,856,872

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,073 4,073

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 21

投 資 有 価 証 券 売 却 損 2,530 2,551

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,858,395

　 　 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 673,465

法 人 税 等 調 整 額 △39,143 634,322

当 期 純 利 益 1,224,072

親会社株主に帰属する当期純利益 1,224,072

連 結 損 益 計 算 書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2020年８月１日から
2021年７月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 期 首 残 高 354,673 319,673 3,062,544 △9,872 3,727,019

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △375,555 △375,555

親会社株主に帰属する当期純利益 1,224,072 1,224,072

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連結会計年度中の変動額合計 － － 848,517 － 848,517

当 期 末 残 高 354,673 319,673 3,911,062 △9,872 4,575,537

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 退職給付に係る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 △4,709 △8,577 △13,287 3,713,732

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △375,555

親会社株主に帰属する当期純利益 1,224,072

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

4,709 22,777 27,487 27,487

連結会計年度中の変動額合計 4,709 22,777 27,487 876,004

当 期 末 残 高 － 14,200 14,200 4,589,737

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 21 －



連　結　注　記　表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数 １社

　連結子会社の名称 株式会社ウェブベース

② 主要な非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

（２）持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は３月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結

決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

（４）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

 その他有価証券

時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理、売却原価は、移動平

均法により算出）を採用しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. たな卸資産

商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以

降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月

１日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ８～50年

工具、器具及び備品 ４～20年

ロ. 無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。
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市場販売目的のソフトウェア 見込販売収益に基づく償却額と見込販売可能期間（３年）

に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計

上する方法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当

連結会計年度の負担に属する額を計上しております。

ハ. 製品保証引当金 製品の無償補修費用に備えるため、過去の実績率に基づ

く将来発生見込額を計上しております。

ニ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

ホ. 受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年

度末における損失見込額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結

会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理をしております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる契約については工事進行基準（進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完

成基準を適用しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号　2020年３月31日）

を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上

の見積りに関する注記を記載しております。
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３. 会計上の見積りに関する注記

（受注損失引当金)

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

　連結貸借対照表にて受注損失引当金37,610千円を計上しております。

　なお、損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺表示をして

おります。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　受注損失引当金は、受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末にお

いて将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものに

ついて計上しております。

　当該見積りは、案件ごとに個別に判断を行う必要があり、過去の実績等を考慮して算

定していますが、顧客と合意した品質の確保や仕様変更のための追加対応等により、見

積りを超えた原価が発生する場合は、翌連結会計年度の連結計算書類において、受注損

失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。

４. 追加情報

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が2021年７月期中

には概ね収束するものと仮定して、会計上の見積りを行っておりましたが、今後の新型コ

ロナウイルス感染症の拡大については、その収束時期等を正確に予測することが困難な状

況であり、翌連結会計年度前半までは一定の影響が継続するとの仮定のもと、現時点で

は、棚卸資産の評価や市場販売目的のソフトウェアの減価償却等の会計上の見積りに重要

な影響はないものと判断して会計処理を行っております。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大や長期化など上記仮定に変化が生じた場

合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

５. 連結貸借対照表に関する注記

（当座貸越契約及び貸出コミットメント契約）

　当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対応する備えと

して、機動的かつ安定的な資金を確保するため、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当該契約に基づく借入

未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額　　　2,000,000千円

借入実行残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   －千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000,000千円
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株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 25,042,528株 －株 　－株 25,042,528株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,094株 1,900株 －株 6,994株

決 議 株式の種類
配当金の

総額(千円)
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基 準 日
効 力
発生日

2020年10月29日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 200,299 8.0 2020年７月31日
2020年
10月30日

2021年３月５日
取 締 役 会

普 通 株 式 175,255 7.0 2021年１月31日
2021年
４月９日

決 議 予 定 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資
配当金の

総額（千円）
１ 株 当 た り
配 当 額 ( 円 )

基 準 日
効 力
発 生 日

2021年10月28日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 利 益 剰 余 金 250,355 10.0
2021年

７月31日
2021年
10月29日

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

（１）発行済株式の種類及び総数に関する事項

（２）自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）自己株式の株式数増加は特定譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。

（３）剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になる

もの

（４）当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

７. 金融商品に関する注記

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、事業運営上必要な設備投資計画に照らして、当該必要資金以外の一時的

な余資を安全性の高い金融資産に限定して運用しております。また、資金調達については銀

行借入による方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクに晒されて

おります。

　営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、主に設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。営業債務及び借入

金は、流動性リスクに晒されております。
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連結貸借対照表

計上額
時価 差額

１　現金及び預金 3,453,946 3,453,946 －

２　受取手形及び売掛金 1,828,197 1,828,197 －

３　差入保証金 448,487 330,098 △118,388

　資産計 5,730,631 5,612,243 △118,388

１　買掛金 381,655 381,655 －

２　１年内返済予定の

長期借入金
15,000 15,000 －

３　未払金 259,662 259,662 －

４　預り金 272,125 272,125 －

５　未払法人税等 460,488 460,488 －

　負債計 1,388,932 1,388,932 －

③ 金融商品に係るリスク管理体制

　当社グループは、債権・債務管理規程に従い、営業債権については管理部門が個別に回収

期日及び残高を管理し、回収期日の大幅な遅延が懸念される取引相手の早期把握を図ってお

ります。

　当社グループは、管理部門が月次で資金繰状況を管理するとともに、手許流動性を一定

水準以上維持することにより、流動性リスクを管理しております。

　当社グループは、投資有価証券については、定期的に発行体の財務状況等を把握し、保有

状況を継続的に見直しております。

（２）金融商品の時価等に関する事項

　2021年７月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれてお

りません。

(単位：千円）

（注）１. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

１　現金及び預金、２　受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

３　差入保証金

　約定期間に基づく返還額に対し、国債の利回りで割り引いた現在価値を時価と

しております。
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区分 連結貸借対照表計上額

投資有価証券

　その他有価証券（非上場株式）（※）１ 46,716

差入保証金（※）２ 15,755

１年以内
１年超

５年以内
５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 3,453,946 － － －

受取手形及び売掛金 1,828,197 － － －

差入保証金 － 6,196 － 442,291

合計 5,282,144 6,196 － 442,291

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

１年内返済予定の長
期借入金

15,000 － － － － －

合計 15,000 － － － － －

（１）１株当たり純資産額 183円33銭

（２）１株当たり当期純利益 48円89銭

負　債

１　買掛金、２　１年内返済予定の長期借入金、３　未払金、４　預り金、５　未払

法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円）

（※）１ 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、時価開示の対象とはしておりません。

（※）２ 差入保証金の一部については、返還期限の見積りが困難なため、時価を把

握することが極めて困難と認められることから「３　差入保証金」には含

まれておりません。

（注）３. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

（注）４. 有利子負債の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

８. １株当たり情報に関する注記

９. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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（2021年７月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品

仕 掛 品

前 渡 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工具、器具及び備品

減 価 償 却 累 計 額

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

5,416,573

2,824,991

13,406

1,783,188

102,924

536,758

32,703

124,092

929

△2,420

2,743,887

436,669

381,484

411,926

△356,742

934,859

817,833

115,575

1,449

1,372,359

46,716

383,601

1,020

403,959

460,058

78,024

△1,020
　

流 動 負 債 2,207,911

買 掛 金 368,522

1 年内返済予定の
長 期 借 入 金

15,000

未 払 金 258,462

未 払 費 用 338,489

未 払 法 人 税 等 454,573

未 払 消 費 税 等 299,830

前 受 金 100,354

預 り 金 266,564

賞 与 引 当 金 81,200

製 品 保 証 引 当 金 24,914

固 定 負 債 1,536,729

退 職 給 付 引 当 金 1,084,590

役員退職慰労引当金 279,164

資 産 除 去 債 務 172,974

負 債 合 計 3,744,641

純 資 産 の 部

株 主 資 本 4,415,819

資 本 金 354,673

資 本 剰 余 金 319,673

資 本 準 備 金 319,673

利 益 剰 余 金 3,751,344

その他利益剰余金 3,751,344

繰越利益剰余金 3,751,344

自 己 株 式 △9,872

純 資 産 合 計 4,415,819

資 産 合 計 8,160,461 負 債 及 び 純 資 産 合 計 8,160,461

貸　借　対　照　表

 （注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2020年８月１日から
2021年７月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 12,817,882

売 上 原 価 6,933,888

売 上 総 利 益 5,883,994

販売費及び一般管理費 4,125,008

営 業 利 益 1,758,985

営 業 外 収 益

受 取 利 息 19

受 取 配 当 金 18,112

受 取 手 数 料 10,967

補 助 金 収 入 14,830

違 約 金 収 入 2,189

そ の 他 223 46,342

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,425

支 払 手 数 料 718

そ の 他 179 2,323

経 常 利 益 1,803,003

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,073 4,073

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 21

投 資 有 価 証 券 売 却 損 2,530 2,551

税 引 前 当 期 純 利 益 1,804,525

法人税、住民税及び事業税 642,765

法 人 税 等 調 整 額 △40,681 602,084

当 期 純 利 益 1,202,441

損　益　計　算　書

 （注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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( 2020年８月１日から
2021年７月31日まで)

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 354,673 319,673 － 319,673 2,924,458 2,924,458

当期変動額

剰余金の配当 △375,555 △375,555

当期純利益 1,202,441 1,202,441

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計 － － － － 826,886 826,886

当期末残高 354,673 319,673 － 319,673 3,751,344 3,751,344

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本
合計

その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等
合計

当期首残高 △9,872 3,588,933 △4,709 △4,709 3,584,223

当期変動額

剰余金の配当 △375,555 △375,555

当期純利益 1,202,441 1,202,441

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

4,709 4,709 4,709

当期変動額合計 － 826,886 4,709 4,709 831,596

当期末残高 △9,872 4,415,819 － － 4,415,819

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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その他有価証券

時価のあるもの 事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理、売却原価は、移動平均法

により算出）を採用しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

個　別　注　記　表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１） 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

（２） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以

降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月

１日以降取得の建物附属設備及び構築物については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８～50年

工具、器具及び備品 ４～20年

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

市場販売目的のソフトウェア 見込販売収益に基づく償却額と見込販売可能期間（３年）

に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計

上する方法を採用しております。

（３） 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当

事業年度の負担に属する額を計上しております。

③ 製品保証引当金 製品の無償補修費用に備えるため、過去の実績率に基づ

く将来発生見込額を計上しております。
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④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を計上しております。数理

計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費

用処理をしております。

⑤ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えて、役員退職慰労金内規

に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥　受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末

における損失見込額を計上しております。

（４） 収益及び費用の計上基準

　　受注制作のソフトウェアに係る収益及び費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる契約については工事進行基準（進捗率の見積り

は原価比例法）を、その他の契約については工事完成基

準を適用しております。

（５） 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号　2020年３月31日）

を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関

する注記を記載しております。

３. 会計上の見積りに関する注記

（受注損失引当金)

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

　貸借対照表にて受注損失引当金37,610千円を計上しております。

　なお、損失が見込まれる受注契約に係る仕掛品と受注損失引当金は、相殺表示してお

ります。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一であります。
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株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 5,094株 1,900株 －株 6,994株

４. 追加情報

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当社では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響が2021年７月期中には概ね

収束するものと仮定して、会計上の見積りを行っておりましたが、今後の新型コロナウイ

ルス感染症の拡大については、その収束時期等を正確に予測することが困難な状況であ

り、翌事業年度前半までは一定の影響が継続するとの仮定のもと、現時点では、棚卸資産

の評価や市場販売目的のソフトウェアの減価償却等の会計上の見積りに重要な影響はない

ものと判断して会計処理を行っております。

　なお、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大や長期化など上記仮定に変化が生じた場

合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

５. 貸借対照表に関する注記

（１）関係会社に対する金銭債権債務

　　　　　短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　4,420千円

　　　　　短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　7,987千円

（２）当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

　当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対応する備えとして、機

動的かつ安定的な資金を確保するため、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約を締結しております。当事業年度末における当該契約に基づく借入未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額　　　2,000,000千円

借入実行残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   －千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000,000千円

６. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　　売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,193千円

　　　　　売上原価　　　　　　　　　　　　　　　　 193,787千円

　　　　　営業取引以外の取引高　　　　　　　　　　　18,576千円

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数

（注）自己株式の株式数増加は特定譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。
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（繰延税金資産）

未払事業税 27,894千円

賞与引当金 24,847千円

製品保証引当金 7,623千円

未払事業所税 4,453千円

未払金

未払賞与

8,551千円

10,323千円

未払費用

たな卸資産

6,861千円

11,508千円

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

331,884千円

85,424千円

株式報酬費用

減価償却費

資産除去債務

その他

10,928千円

4,875千円

52,930千円

1,264千円

小計 589,373千円

評価性引当額 △138,466千円

繰延税金資産合計 450,906千円

（繰延税金負債）

資産除去費用 △46,947千円

繰延税金負債合計 △46,947千円

繰延税金資産の純額 403,959千円

１株当たり純資産額 176円38銭

１株当たり当期純利益 48円03銭

８. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

９. １株当たり情報に関する注記

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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　有限責任 あずさ監査法人

　　大阪事務所

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
　公認会計士 中　川　雅　人　㊞

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
　公認会計士 江　﨑　真　護　㊞

独立監査人の監査報告書

2021年９月６日

株式会社アイル

取締役会　御中

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アイルの2020年８月１日

から2021年７月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社アイル及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書

類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、

会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作

成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開

示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又

は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお

いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又

は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思

決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた

めに、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注

意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場

合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の

結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ

り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表

示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

るかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十

分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及

び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら

れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び

阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告

を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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　有限責任 あずさ監査法人

　　大阪事務所

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
　公認会計士 中　川　雅　人　㊞

指 定 有 限 責 任 社 員

業 務 執 行 社 員
　公認会計士 江　﨑　真　護　㊞

独立監査人の監査報告書

2021年９月６日

株式会社アイル

取締役会　御中

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アイルの2020年８

月１日から2021年７月31日までの第31期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」

という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を

監視することにある。

会計監査人の監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ

スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない

が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため

に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会

計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計

算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監

査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、

構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど

うかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程

で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求めら

れているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規

定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び

阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告

を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2020年８月１日から2021年７月31日までの第31期事業年度における取

締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い

たします。

１. 監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取

締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に

ついて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、

必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しまし

た。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等

からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しまし

た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応

じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する

品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通

知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細

書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書

及び連結注記表）について検討いたしました。

　監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果

　（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。

　（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

　（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2021年９月６日

株式会社 アイル　監査等委員会

常勤監査等委員　　大　黒　仁　士　　㊞

監 査 等 委 員　　三　田　与志雄　　㊞

監 査 等 委 員　　岩　谷　博　紀　　㊞

（注）監査等委員 三田与志雄 及び 岩谷博紀 は、会社法第２条第15号及び第331条第６項

に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じま

す。

期末配当に関する事項

　期末配当につきましては、継続した配当を基本方針としつつ、

経営成績および配当性向等を総合的に勘案して実施することと

し、１株につき８円の普通配当に、創立30周年記念配当として１

株につき２円を加え、合計10円を当事業年度の期末配当金とさせ

ていただきたいと存じます。

①配当財産の種類

　金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき10円（普通配当８円、創立30周年記

念配当２円）とさせていただきたいと存じます。なお、この場

合の配当総額は、250,355,340円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

　2021年10月29日といたしたいと存じます。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

いわ

岩

 

　
もと

本

 

　
てつ

哲

 

　
お

夫

(1955年８月４日)

1979年４月 ㈱大塚商会入社

1990年11月 同社退職

1991年２月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）

3,282,000株

２

お

尾

 

　
ざき

崎

 

　
こう

幸

 

　
じ

司

(1973年１月４日)

1995年４月 当社入社

2007年８月 当社東京システムソリューション

営業部長就任

2007年10月 当社執行役員就任

2008年10月 当社取締役就任

2010年８月 当社営業本部長就任

2011年８月 ㈱ウェブベース取締役就任（現任）

2011年10月 当社常務取締役就任

2012年８月 当社システムソリューション事業部長就任

2014年８月 当社システム営業統括本部長就任

2016年４月 当社専務取締役就任（現任）

2019年８月 当社システムソリューション事業部

管掌（現任）

181,200株

３

ど

土

 

　
い

井

 

　
まさ

正

 

　
し

志

(1974年１月６日)

1996年４月 当社入社

2008年10月 当社システムソリューション事業部

システムサポート部長就任

2010年５月 当社取締役システムサポート本部長就任

2013年10月 当社常務取締役就任（現任）

2017年８月 当社システムサポート統括本部長就任

2019年８月 当社システムソリューション事業部

管掌（現任）

132,000株

第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案におい

て同じです。）全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了と

なります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取

締役を３名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされました

が、指摘すべき点はないとの意見でございました。

　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

４

やま

山

 

　
もと

本

 

　
ひろ

浩

 

　
たか

孝

(1972年７月19日)

1996年４月 当社入社

2009年10月 当社システムソリューション事業部

Webソリューション部長就任

2010年５月 当社執行役員就任

2010年10月 当社取締役就任

2012年８月 当社Webソリューション事業部長就任

2014年８月 当社ASP事業部長就任

2015年８月 当社クラウド事業部長就任

2016年８月 当社CROSS事業部長

兼 WEBソリューション事業部長就任

2017年８月 当社CROSS事業部長就任（現任）

2018年10月 当社常務取締役就任（現任）

135,200株

５

いわ

岩

 

　
もと

本

 

　
りょう

亮

 

　
ま

磨

(1986年３月８日)

2008年４月 ㈱富士通マーケティング（現 富士通Japan

㈱）入社

2011年10月 同社退職

2011年11月 当社入社　経営企画室部長就任

2012年４月 当社執行役員就任

2012年８月 当社システムソリューション事業部

パートナー推進部長就任

2013年10月 当社取締役就任（現任）

当社パートナー推進本部長就任

2014年５月 ㈱ウェブベース取締役就任（現任）

2014年８月 当社ビジネスパートナー推進本部長就任

2015年８月 当社ビジネスパートナー推進統括本部長

就任（現任）

2019年８月 当社経営企画本部長就任（現任）

96,000株

６

と

戸

 

　
だ

田

 

　
やす

泰

 

　
ひろ

裕

(1972年11月24日)

1993年７月 太平洋総業サービス㈱入社

1996年２月 同社退職

1996年８月 道家税理士事務所入所

2000年７月 同事務所退職

2000年８月 ㈱イッコー（現 Jトラスト㈱）入社

2001年８月 同社退職

2001年８月 藤原合同会計事務所（現 TFG税理士法人）入

所

2002年11月 同事務所退職

2002年12月 ㈱フジオフードシステム（現 ㈱フジオフード

グループ本社）入社

2005年10月 同社退職

2005年10月 夢の街創造委員会㈱（現 ㈱出前館）入社

2008年７月 同社退職

2008年７月 当社入社

2008年10月 当社経営管理本部長就任（現任）

2009年２月 当社執行役員就任

2011年８月 ㈱ウェブベース監査役就任（現任）

2011年10月 当社取締役就任（現任）

－株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

７

みや

宮
く

久
ぼ

保

 

　
たか

貴

 

　
よし

義

(1972年５月30日)

1995年４月 当社入社

2011年４月 当社経営管理本部人事部長就任

2014年４月 当社執行役員就任

2014年８月 当社経営管理本部人事総務部長就任

2014年10月 当社内部監査室長就任

2016年４月 当社経営管理本部人事総務部長

就任（現任）

2017年10月 当社取締役就任（現任）

20,000株

８

いけ

池

 

　
もと

本

 

　
たか

任

 

　
お

男

(1967年４月28日)

1990年４月 三菱電機関西コンピュータシステム㈱

（現 三菱電機インフォメーションシステムズ

㈱）入社

1996年３月 同社退職

1996年３月 ㈱帝人システムテクノロジー（現 インフォコ

ム㈱）入社

2000年９月 同社退職

2000年10月 ㈱ジークス入社

2004年５月 同社退職

2004年６月 ㈱ナスピア入社

2005年４月 同社退職

2005年４月 夢の街創造委員会㈱（現 ㈱出前館）入社

2005年８月 同社取締役就任

2008年５月 同社取締役退任

2008年６月 当社入社　情報システム部長就任

2008年10月 当社開発本部長就任

2009年３月 当社執行役員就任

2013年８月 当社Webソリューション事業部

Webシステム開発部長就任

2014年８月 当社ASP事業部ASPサービス開発部長就任

2015年８月 当社クラウド事業部クラウド開発部長就任

2016年８月 当社CROSS開発部長

兼 WEBソリューション開発部長就任

2017年８月 当社CROSS事業部CROSS研究開発室長就任

2018年10月 当社取締役就任（現任）

2019年８月 当社CROSS事業部CROSS開発部長就任（現任）

－株
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

９

※
おく

奥

 

　
だ

田

 

　
よし

好

 

　
ひで

秀

(1956年１月３日)

1978年４月 小西六写真工業㈱（現 コニカミノルタ㈱）入

社

1988年９月 朝日麦酒㈱(現 アサヒグループホールディン

グス㈱)入社

2010年３月 アサヒビール㈱執行役員財務部長就任

2011年７月 アサヒグループホールディングス㈱執行役員

財務部門ゼネラルマネジャー兼アサヒマネジ

メントサービス㈱専務取締役就任

2013年３月 アサヒグループホールディングス㈱取締役兼

執行役員兼アサヒプロマネジメント㈱代表取

締役社長就任

2015年３月 アサヒグループホールディングス㈱常務取締

役兼常務執行役員兼アサヒプロマネジメント

㈱代表取締役社長就任

2017年３月 アサヒグループホールディングス㈱専務取締

役兼専務執行役員就任

2019年３月 同社常勤監査役就任（現任）

400株

10

※
しも

下

 

　
じま

島

 

　
ぶん

文

 

　
めい

明

(1953年１月10日)

1976年４月 富士通㈱入社

2006年４月 同社関西営業本部長就任

2007年６月 同社経営執行役就任

2009年６月 同社経営執行役常務就任

2010年４月 同社執行役常務就任

2013年６月 富士通フロンテック㈱代表取締役社長就任

2017年６月 同社常任顧問就任

2018年６月 同社顧問就任

2020年６月 ㈱東邦システムサイエンス取締役就任（現

任）

－株

11

※
まさ

正

 

　
わき

脇

 

　
ひさ

久

 

　
よし

昌

(1959年２月７日)

1982年４月 ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行

2001年４月 同行財務企画部グループ長就任

2008年４月 同行財務開発室長就任

2012年４月 同行理事財務企画部部付部長就任

2013年４月 三井住友ファイナンス＆リース㈱執行役員経

理部長就任

2016年４月 同社常務執行役員就任

2021年７月 同社顧問就任（現任）

－株

（注）１. ※印は、新任の候補者であります。

２. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

３. 候補者岩本哲夫氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

４. 候補者尾崎幸司氏の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。

５. 奥田好秀氏、下島文明氏および正脇久昌氏は、社外取締役候補者であります。
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６. 奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者（CFO）を務めたことを始めとし

て、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験

およびデジタルトランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な

経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、当社のデジタ

ルトランスフォーメーション事業活動の推進への助言およびコンプライアンス等への対応を含

めた当社のガバナンス機能の強化を期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に

対する適切な監督を行えるものと判断し、今回新たに社外取締役候補者といたしました。

７. 下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金

融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しておりま

す。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言

による当社の持続的成長と企業価値向上への貢献や、当社の経営計画の進捗等の適切な監督を

期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行えるものと判

断し、今回新たに社外取締役候補者といたしました。

８. 正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と

経験があり、更には財務会計基準機構の基準諮問会議委員を務めており、財務・会計に関する

高い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会

等の重要な会議での発言による当社の経理部門全般の強化を期待しております。同氏は当社経

営への助言や業務執行に対する適切な監督を行えるものと判断し、今回新たに社外取締役候補

者といたしました。

９. 当社は、奥田好秀氏、下島文明氏および正脇久昌氏の選任が承認された場合は、三氏との間に

それぞれ会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する

契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１

項に定める最低責任限度額を限度とする予定であります。

10. 当社は、当社取締役全員を被保険者とする、会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠

償責任保険契約を締結しており、各候補者が当社取締役への再任または選任が承認された場合

には、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、本招集ご通知事

業報告11ページに記載しております。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での

更新を予定しております。

11. 奥田好秀氏、下島文明氏および正脇久昌氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件

を満たしており、三氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定でありま

す。
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候補者
番　号

ふ 　 り 　 が 　 な

氏　　　　　名
（生年月日）

略歴、当社における地位および担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当
社の株式数

１

おお

大

 

　
ぐろ

黒

 

　
ひと

仁

 

　
し

士

(1965年６月９日)

1989年４月　㈱大塚商会入社

1991年１月　同社退職

1991年２月　当社入社

2010年１月　当社内部監査室長就任

2011年８月　当社経営管理本部人事総務部長就任

2012年４月　当社執行役員就任

2014年10月　当社常勤監査役就任

2015年10月　当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）

191,600株

２

み

三

 

　
た

田

 

　
よ

与
し

志
お

雄

(1973年11月７日)

2000年10月　朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法

人）入所

2004年４月　公認会計士登録

2008年６月　有限責任 あずさ監査法人退職

2008年７月　三田公認会計士事務所開設　所長就任（現

任）

2017年10月　あすなろ監査法人　代表社員就任（現任）

2017年10月　当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）

－株

３

いわ

岩

 

　
たに

谷

 

　
ひろ

博

 

　
のり

紀

(1982年２月７日)

2007年12月　弁護士登録

2007年12月　西村あさひ法律事務所入所

2011年２月　同事務所退職

2011年２月　北浜法律事務所入所

2014年４月　京都大学法科大学院非常勤講師

2016年７月　北浜法律事務所退職

2016年８月　岩谷・村本・山口法律事務所パートナー弁護

士就任（現任）

2017年４月　京都大学大学院法学研究科附属法政実務交流

センター協力研究員就任（現任）

2017年７月　米国ニューヨーク州弁護士登録

2017年10月　当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）

－株

第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって

任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役３名の

選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ておりま

す。

　監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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（注）１．各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　２．三田与志雄氏および岩谷博紀氏は、社外取締役候補者であります。両氏は、現在、当社の監査

等委員である社外取締役でありますが、両氏の在任期間は、本総会終結の時をもって４年とな

ります。

　　　３．三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験および企業の財務・会計に精通

した豊富な経験を有しております。同氏は豊富な財務・会計に化する知識や経験を活かし、当

社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきました。同氏は

社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から

今後、専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただける

と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

　　　４．岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験および企業法務に精通した豊富な経験を有して

おります。同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、当社の社外取締役として業務

執行に対する監督等適切な役割を果たしていただきました。同氏は社外役員となること以外の

方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から今後、専門的知見に基づき

業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけると判断し、引き続き社外取

締役候補者といたしました。

　　　５．当社は、大黒仁士氏、三田与志雄氏および岩谷博紀氏との間に会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づ

く損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度としており、三

氏の再任が承認された場合は、三氏との当該契約を継続する予定であります。

　　　６．当社は、三田与志雄氏および岩谷博紀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予

定であります。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額

改定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額

は、2015年10月29日開催の第25回定時株主総会において、年額250百万

円以内と決議いただき今日に至っておりますが、取締役会の監督機能

強化（コーポレート・ガバナンス強化）を図るため社外取締役を３名

増員すること、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたし

まして、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を

年額400百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）と改めさせてい

ただきたいと存じます。

　また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額に

は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとい

たしたいと存じます。

　本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の

役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、取締役会で決定

しており、相当であるものと判断しております。

　また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事

業報告11ページおよび12ページに記載のとおりであります。

　なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は８名で

ありますが、第２号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役

（監査等委員である取締役を除く。）は11名（うち社外取締役３名）

となります。

以　上

－ 49 －



メ　　モ
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メ　　モ
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Ａ：JR　「大阪駅」　　（２F中央北口） 徒歩約７分

Ｂ：阪急「大阪梅田駅」（茶屋町口） 徒歩約７分

Ｃ：地下鉄御堂筋線「梅田駅」（５番出口） 徒歩約７分

JR大阪駅から会場（グランフロント大阪タワーB 34階）までの徒歩経路

株主総会会場ご案内図

会　　場　　グランフロント大阪タワーB 34階　本社 大会議室
大阪市北区大深町３番１号
ＴＥＬ　06－6292－1170㈹

阪
急

大
阪
梅
田
駅

地
下
鉄
梅
田
駅

連
絡
デ
ッ
キ
（
２
階
）

地
下
鉄

東
梅
田
駅

グランフロント大阪

北館

５番出口 大阪
新阪急ホテル

ヨドバシ
カメラ

ルクアイーレ

ホテル
グランヴィア
大阪

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅

阪神百貨店

地下鉄西梅田駅

阪急
百貨店

阪神大阪梅田駅

Ｎ

Ｃ

Ｂ

Ａ

南館

タワー B（北館）34階

茶屋町口

２F中央北口

駐車場および駐輪場の用意はいたしておりませんので、お車および自転車
でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。

①．JR大阪駅中央北口方向にお進みください。
②．中央北口にございますエスカレータまたはエレベータを使い、２階

（グランフロント大阪方向）にお進みください。
③．２階に到着されましたら、グランフロント大阪タワーA（南館）へ通

じる２階連絡デッキがございます。２階連絡デッキをそのまま直進し
ていただき、タワーB（北館）右側にオフィスエントランスがござい
ます。

④．オフィスエントランスよりエレベータにて９階スカイロビーまでお越
しいただき、右方向にお進みください。オフィス用エレベータ（高層
階【29～37階】）がございますのでそちらに乗り換えていただき34階
までお越しください。


